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１ 趣旨・目的 

  国際航空に関する航空事業者間の協定は，航空法において独占禁止法の適用除外とされており，

平成 11 年に独占禁止法の適用除外規定に関する見直しが行われた際，従来から IATA 協定等は，諸

外国においても独占禁止法からの適用除外が認められているとの理由から，同制度は維持された。 

しかしながら，近年，ＥＵ等において，競争法の適用除外制度を見直すという動きがある。この

ような状況を踏まえて，国際航空市場における取引の実態や問題点を把握するため，実態調査を行

った。 

 

２ アンケート調査 

（１）調査の方法 

旅行会社1及び利用航空運送事業者2（フォワーダー）に対して，平成１９年３月５日付けでア

ンケート調査表を発送し，平成１９年３月１９日を回答期限としたところ，下表のとおり回答を

得ている（平成１９年４月６日現在）。 

 

【旅行会社を対象とするアンケート調査】 

 

 

 

【フォワーダーを対象とするアンケート調査】 

 

 

 

 

（２）調査項目 

各アンケート調査の主な調査内容は，主に①ＩＡＴＡ運賃の利用状況，②運賃水準，③ＩＡＴ

Ａ協定，④ＩＡＴＡ協定に基づかない運賃等，⑤アライアンス及びコードシェアについて。 

 

 

                                                   
1 社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員１，２４８社を対象 
2 社団法人航空貨物協会（JAFA）正会員１２６社を対象 

発送数 回収数 回収率（％） 

１，２４８社 ５２２社 ４１．８％ 

発送数 回収数 回収率（％） 

１２６社 ８３社 ６５．９％ 
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